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司法試験考査委員等の国家試験試験委員を歴任した研究業績、実務経験豊富な教員が多数在籍しています。その中から2名の教員を紹介します。

本学では司法修習終了者に対して就職先の相談や紹介を行う就職支援を実施しています。法曹人

口の増加により就職状況が厳しくなった現在においても、100%の就職率を達成。就職支援に定評が

ある専修大学ならではの幅広いネットワークを活かし、合格後の進路決定をサポートします。

研究業績、実務経験豊富な教員が多数在籍！

豊富なネットワークで司法修習終了者就職率100%を達成しました。

※2026年4月30日現在確認済の者

100%就
職
率

教育力が卓越しています！

就職先

※その他・特許事務所・
　出向（財務省）

一般法律事務所

92.3%

3.8%

公設法律事務所

1.4%

その他※

1.0%
検察庁

1.4%
企  業

2007年～2025年 司法修習終了者（208名）
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専修大学法科大学院は、「議論による問題解決能力」を有する法曹の養成を目的としています。

法律家に最も必要とされる資質が、議論による問題解決能力であると考えているからです。議

論による問題解決能力とは、共通言語である法律学の基礎理論に基づき、相互に、主張、反論、

再反論を繰り返すことによって、いかに異なった価値観を有する者の間であっても、その共通言

語を通じて共有する世界を構築できる能力のことです。したがって、入学者選抜に際しては、「公

平性・開放性・多様性の原則」を遵守したうえで、社会の多様な層から、意欲をもって、基礎理論

の修得及びそれに基づく議論を展開することができる人材を求めています。そのため、法学未

修者については、読解力・論理的思考力・文章力を備えるとともに、社会的思考力、コミュニケー

ション能力がある人材を求めています。法学既修者については、法学未修者に求められる素養

に加えて、法学既修者として単位認定される科目（憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴

訟法）について十分な知識を得ている人材を求めています。　

admission policy

私 たち は
考 え る

スカラシップ入試（５年一貫型教育選抜）は本法科大学院と法曹

養成連携協定を締結している大学学部の法曹コースの修了を予

定する学生を対象とした入試となります。スカラシップ入試（開放

型選抜）は大学学部の法曹コースの修了を予定する学生であれば

受験が可能であり、本法科大学院と所属する大学学部が法曹養

成連携協定を締結しているか否かを問いません。

合格者全員を「スカラシップ入試奨学生」として採用し、入学金（20万円）、授業料（95万円）及び施

設費（26万円）相当額並びに月額8万円（年額96万円）を奨学金として給付します。

※スカラシップ入試奨学生又は新入生学術奨励奨学生Aに採用された場合、学費から奨学金として、入学金、授業料及び施設費相当額が免
除されますので、一年目の納入額は教育充実費（2万円）と校友会入会金（1万円）の3万円となります（なお、本法人が設置する大学の学部卒
業者及び同大学院修了者については、校友会入会金は徴収いたしません）。＊未修者は3年間、既修者は2年間支給。＊入学金、授業料、施設
費相当額は2026年度入学者の学費を参考にしています。

早期卒業見込者を対象としたスカラシップ入試（未修者・既修者）も実施します。本入試は、未修者

として入学を希望している方や法曹養成連携協定を締結していない大学学部に所属している方も

早期卒業見込者として受験が可能です。

上記の３つの入試は、ともに第三期入試と同日に実施し、合格者全員が「スカラシッ

プ入試奨学生」（左記参照）として採用されます。募集要項等は10月に本学ホームペ

ージにて公開します。

スカラシップ入試（早期卒業）も併設！

スカラシップ入試 合格者全員

一般入試による奨学生制度

全額免除 ・半額免除

授業料

2027年度

奨学生制度が充実しています！

万円（月額）+ 毎月支給全額免除！ 8

名以内各採用者数 10

専修大学法科大学院は変わり続けます

スカラシップ入試（５年一貫型教育選抜）・
スカラシップ入試（開放型選抜）を実施！

2027年度

授業料

入試制度が多彩です！
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資格者 採用予定人数名称 奨学金の額

在学生で前年度の学業成績が優れて

いる者に対し奨学金を支給する「今村

力三郎記念奨学生」制度を設けていま

す。この奨学生制度は、より多くの学生

への経済的支援も目的の一つとしてい

ますが、正課授業の理解を深め良好な

成績を修めることが司法試験の合格に

欠かせない重要な要素であるとの考え

に基づき導入されています。

スカラシップ
入試奨学生

入学者選抜試験（スカラシ
ップ入試）の合格者

入学者選抜試験（スカラシ
ップ入試）の合格者全員

未修者にあっては３年間、既修者にあっては２年間、入
学金、授業料及び施設費相当額並びに月額８万円（年額
96万円）を奨学金として支給

新入生学術
奨励奨学生Ａ

入学 者 選 抜 試 験（ 一 般 入
試）の合格者のうち、その成
績が極めて優秀な者

未 修 者及び 既 修 者の 合 格
者のうちから10名以内

未修者にあっては3年間、既 修者にあっては2年間、入
学金、授業料及び施設費相当額を奨学金として支給

新入生学術
奨励奨学生B

入学 者 選 抜 試 験（一 般 入
試）の合格者のうち、その成
績が優秀な者

未 修 者及び 既 修 者の 合 格
者のうちから10名以内

未修者にあっては3年間、既 修者にあっては2年間、授
業料の2分の1相当額を奨学金として支給

新入生特別学術
奨励奨学生

専修大学の卒業 生（※）で、
本学法科大学院の入学者選
抜試験（一般入試）の合格者

未修者及び既修者の
合格者全員

未修者にあっては3年間、既 修者にあっては2年間、月
額8万円（年額96万円）を奨学金として支給

※卒業生とは、専修大学の学部を卒業した者及び同大学院を修了した者を指します。詳細についてはお問合せください。
＊スカラシップ入試奨学生に採用された者は、その他の学術奨励奨学生制度及び今村力三郎記念奨学生制度の採用対象外となります。
＊在学中の成績が著しく不振の場合、資格喪失となります。 ＊入学後、本法科大学院奨学生規程における資格喪失の要件に該当した場合には、支給した奨学金の返還を求めることがあります。
＊司法試験の出願に関して、本法科大学院の受験資格以外で司法試験を受験された場合は、支給した奨学金の返還を求めます。

■ 在学生対象

スカラシップ入試の合格者全員をスカラシップ入試奨学生に採用

し、原則として未修者には３年間、既修者には２年間、入学金、授業

料及び施設費相当額並びに月額８万円（年額96万円）を奨学金とし

て支給します。次ページの採用実績が示すとおり、多数の受験生に

採用のチャンスがあります。

本学の学部卒業者及び大学院修了者については、
一般入試の合格者全員を新入生特別学術奨励奨学生に採用します

原則として未修者には３年間、既修者には２年間、入学金・授
業料及び施設費相当額を奨学金として支給します。

名称

スカラシップ入試奨学生※

新入生学術奨励奨学生A※

新入生学術奨励奨学生B※

新入生特別学術奨励奨学生※

今村力三郎記念奨学生

2026年度

19名

0名

1名

2名

0名

2024年度2025年度

19名（5名）

1名（0名）

1名（1名）

4名（2名）

0名

13名（4名）

0名

1名（0名）

3名（2名）

0名

2024年度名称

利子補給奨学生※

家計急変奨学生※

災害見舞奨学生※

第一種奨学金

第二種奨学金

2023年度2025年度

0名

0名

0名

5名

2名

0名

0名

0名

4名

0名

0名

0名

0名

3名

1名

在学生のうち、前年度の学業成績が上位であり、かつ、日頃の学習態度及び人物の点からも専修大
学が誇れる法曹となることが期待できる者（2年次生［未修者］及び3年次生からそれぞれ若干名）。
ただし、学術奨励奨学生の採用者は、この対象者から外す。

新入生対象奨学生制度を大きく拡充しています。

将来ある優秀な学生を経済面から支援するために、下記の奨学生制度を設けています。

新入生学術奨励奨学生

原則として未修者には３年間、既 修者には２年間、授業料の
２分の１相当額を奨学金として支給します。新入生学術奨励奨学生

奨学生制度の充実！ 近年、法科大学院を取り巻く環境は大きく変化し、その中で法曹志望者が経済的理由から法科大学院へ

の進学を諦めざるをえないという事態が生じています。本法科大学院は、こうした現状を踏まえて法曹志

望者に進学の機会を与えることを目的として、充実した奨学生制度を設置しています。

奨学金の額名称

第一種奨学金 返還終了時まで無利子 5万円、8万8千円のどちらかを選択

第二種奨学金
在学中は無利子
修了後は有利子

（3％上限）

5万円、8万円、10万円、13万円、15万円の中から選
択。15万円を選択した場合、4万円または7万円の
増額ができる（但し、利率は0.2％上乗せ）。

種 別

スカラシップ入試奨学生制度の設置

一般入試の合格者のうち、成績が優秀な方を新入生学術奨励奨学生Aまたは新入生

学術奨励奨学生Bとして、各10名以内で採用します。

新入生学術奨励奨学生が２種類

当該年度の授業料の2分の1相当額を奨学金として支給

［ 今村力三郎記念奨学生 ］
■ 新入生対象（学術奨励奨学生）

■ 採用実績 ■ 採用実績

■ 日本学生支援機構奨学金制度

01POINT

03POINT

02POINT

※奨学金として支給する入学金、授業料及び施設費相当額については、P��をご参照ください。

奨学金の額対象及び要件（採用人員）名称

利子補給奨学生 在学生で経済的理由により入学又は修学
の継続のために教育ローンを必要とする者

教育ローン適用者に対して、当
該年度の利子分の一部を補給

家計急変奨学生 在学生で家計支持者の死亡等による経済
的困窮により、修学の継続が困難な者

授業料の25%相当額を支給

災害見舞奨学生 在学生で火災、風 水害、地震などに被 災
し、経済的困窮度の高い者

20万円を上限として支給

■ 専修大学経済支援奨学生制度

A
B

※過去3年間における申請者なし※入学者に対する採用実績であり、括弧内の数値は資格喪失者数を示す

※「授業料後払い制度」の詳細については、お問合せください。なお、「授業料後払い制度」と第一種奨学金との併用はできません。

PICKUP! 1

スカラシップ入試は、それぞれ７月、９月、12月、
２月に実施し、合格者は全員スカラシップ入試
奨学生に採用されます。早期卒業見込者や法
曹コース修了見込者を対象とした入試は12月
に実施します。選考方法等の詳細については、
各募集要項をご確認ください。

高い志と意欲ある入学者を選抜し、
手厚い経済的支援を実施します。

スカラシップ入試について
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PICKUP! 2

入学検定料は、1回目の受験では、1日35,000
円です。なお、2回目以降の受験は、1日10,000
円で受験することができます。したがって、複
数回受験する場合、入学検定料が割引かれま
す（※同一年度内に限ります）。たとえば、第一
期スカラシップ入試と一般入試の法学既修者
試験を同時出願（同日実施のため35,000円）
し、第二期一般入試も法学既修者試験（2回目
なので10,000円）を受験する場合、入学検定
料は3回で45,000円となります。なお、入学検
定料はクレジットカード又はコンビニエンスス
トアでも支払いが可能です。

入学者選抜に際しては、「公平性・開放性・多様
性の原則」を遵守したうえで、社会の多様な層か
ら、意欲をもって、基礎理論の修得及びそれに基
づく議論を展開することができる人材を求めます。
専門知識はもちろん、実社会で活躍できる有為
な人材を育成するため、面接や筆記試験では画
一的な評価を行うのではなく法曹としての適性、
将来性を重視した選抜を行っています。

入学検定料の割引

既修者の試験問題については、スカラシップ入試と一般入試、スカラシップ入試（早期卒業）とスカラシップ入試（開放型選抜）がそれぞれ同一の問題となるため、上記の組み合わせのみ併願が可能となります。
なお、各期における未修者の試験問題は全て同一の問題であり、スカラシップ入試（５年一貫型教育選抜）については筆記試験を実施しないため、同時期のどの入試とも併願が可能となります。

※上記のすべての入試において、書類審査も行います。

入学者の多様性を確保するために、入学者の選抜に当たり

多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努めます。

受験者の経済的負担に配慮し、
複数回受験者の
入学検定料を割引します。

実施区分 志願者数 最終合格者数

第一期スカラシップ入試

第二期スカラシップ入試

第三期スカラシップ入試

第一期一般入試

第二期一般入試

第三期一般入試

第四期スカラシップ入試

��

��

��

��

��

��

��

��

�

�

�

�

�

�

�

�第四期一般入試

スカラシップ入試（早期卒業） � �

第一期

第二期

第四期

第三期

手 続 期 間

8月18日（火）
～25日（火）

9月24日（木）
～10月1日（木）

12月14日（月）
～21日（月）

2月22日（月）
～3月1日（月）

合 格 発 表

7月10日（金）

9月18日（金）

12月11日（金）

2月19日（金）

出 願 期 間

6月10日（水）
～16日（火）

8月18日（火）
～24日（月）

11月11日（水）
～17日（火）

1月20日（水）
～26日（火）

試 験日

7月4日（土）
既
修
者

7月5日（日）
未
修
者

既
修
者

9月13日（日）
未
修
者

既
修
者

未
修
者

既
修
者

未
修
者

9月12日（土）

12月5日（土）12月6日（日）

2月13日（土）2月14日（日）

■ 入試日程

■ 法科大学院入試結果

■ 合格者構成

■ 併願について

■ 募集人員 ■ 選考方法

実施区分 志願者数 最終合格者数

第一期スカラシップ入試

第二期スカラシップ入試

第三期スカラシップ入試

第一期一般入試

第二期一般入試

第三期一般入試

第四期スカラシップ入試

��

��

��

��

��

��

��

��

�

�

�

�

�

�

�

�第四期一般入試

実施区分 志願者数 最終合格者数
第一期スカラシップ入試 �� �
第二期スカラシップ入試 �� �
第三期スカラシップ入試 �� �

第一期一般入試 �� �
第二期一般入試 �� �
第三期一般入試 �� �

第四期スカラシップ入試 �� �

スカラシップ入試（早期卒業） � �

スカラシップ入試（早期卒業） � �
スカラシップ入試（5年一貫型教育選抜） � �

スカラシップ入試（開放型選抜） � �

�� �第四期一般入試

2025年度

未修者
14名

2025年度

既修者
14名

2026年度

未修者
14名

〈 入学者選抜試験学内説明会について 〉
様々な視点による入試結果の分析に基づき、法曹としての適性・将来性を重視し、多様な層からの選抜を実施。

入試日程・入試結果 説明会の開催については本学ホームページをご確認ください。

https://www.senshu-u.ac.jp/education/lawschool/

◎ スカラシップ入試  /  第一期：法学未修者 ５名・法学既修者 ５名
　　※第二期入試以降の募集人員については、それぞれの出願期間前日までに本学ホームページにて公表します。

◎ 一般入試  /  第一期：法学未修者 ２名・法学既修者 ２名
　　※第二期入試以降の募集人員については、それぞれの出願期間前日までに本学ホームページにて公表します。

◎ スカラシップ入試（早期卒業）  /  法学未修者 若干名・法学既修者 若干名

◎ スカラシップ入試（５年一貫型教育選抜）  /  法学既修者 ３名

◎ スカラシップ入試（開放型選抜）  /  法学既修者 ３名
　　※法学未修者、法学既修者としての基準に達しない場合には、募集人員にかかわらず、合格とはいたしません。
　　　また、当該基準を上回る者が多数となる際には、募集人員を超えて合格とする場合があります。
　　※法学未修者のみ長期履修制度（４年制）を利用することができます。当該制度の利用を希望する場合は、
　　　各期の出願期間前日までに法科大学院事務課（TEL ��-����-����）へ連絡してください。

未修者／24.0%
既修者／54.2%

未修者 ／24.0%
既修者 ／50.0%

男性 ／40人
女性 ／9人

専修大学／19人　早稲田大学／9人
慶應義塾大学／6人　東京大学／3人
國學院大学、創価大学、
中央大学、筑波大学／各2人　その他

会社員、会社役員、
公務員、
国会議員秘書、
行政書士

2026年度

※出願期間は締切日消印有効 法学未修者（3年制）14名、法学既修者（2年制）14名

社会人比率 非法学部比率 男女構成

出身大学 職業・経歴

未修者／7.7%
既修者／30.0%

未修者 ／23.1%
既修者 ／50.0%

男性 ／21人
女性 ／15人

専修大学／17人
早稲田大学／5人　慶應義塾大学／3人
東京大学、白鷗大学／各2人
その他

会社員、公務員、
大学院生、
法律事務所職員

2025年度

社会人比率 非法学部比率 男女構成

出身大学 職業・経歴

実施区分 志願者数 最終合格者数
第一期スカラシップ入試 �� �
第二期スカラシップ入試 �� �
第三期スカラシップ入試 �� �

第一期一般入試 �� �
第二期一般入試 �� �
第三期一般入試 �� �

第四期スカラシップ入試 �� �
スカラシップ入試（早期卒業） � �
スカラシップ入試（5年一貫型教育選抜） � �

スカラシップ入試（開放型選抜） � �

�� �第四期一般入試

2026年度

既修者
14名

出願可否一覧 スカラシップ入試

未修者 既修者 未修者 既修者 未修者 既修者 既修者

既修者

既修者
未修者
既修者
未修者
既修者
未修者

既修者

既修者

法学未修者（３年制）入試区分 法学既修者（２年制）

筆記試験（小論文）・面接試験スカラシップ入試 筆記試験・面接試験

筆記試験（小論文）一般入試 筆記試験

筆記試験（小論文）・面接試験スカラシップ入試（早期卒業） 筆記試験・面接試験

スカラシップ入試（５年一貫型教育選抜） 面接試験

スカラシップ入試（開放型選抜） 筆記試験・面接試験

スカラシップ入試

一般入試

一般入試 スカラシップ入試
（早期卒業）

スカラシップ入試
（早期卒業）

スカラシップ入試
（５年一貫型教育選抜）

スカラシップ入試
（５年一貫型教育選抜）

スカラシップ入試
（開放型選抜）

スカラシップ入試
（開放型選抜）

スカラシップ入試（早期卒業）

スカラシップ入試（５年一貫型教育選抜）

スカラシップ入試（開放型選抜）

試験区分

スカラシップ入試
一般入試

スカラシップ入試
一般入試

スカラシップ入試
一般入試

スカラシップ入試
一般入試
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　専修大学は、日本における近代法の黎明期ともいえる明治13年（1880年）に誕生しました。

以来、五大法律学校の一つとして、気概と責任をもって法学教育に携わってきました。平成16

年（2004年）に人間性豊かな質の高い法曹を養成すべく設立された法科大学院もその一環で

す。また、令和6年（2024年）からは本学法学部と本法科大学院の｢法曹養成連携協定」が文

部科学大臣に認定され、法学部に「法曹コース」が設置されました。これに伴い、法学部・法科

大学院を最短合計5年で修了することが可能となりました。早期から法曹を意識した学生の学

びの意欲を喚起・継続させ、より緊密かつ一貫した法曹養成に努めてゆく所存です。

　本法科大学院は、「市民生活に根ざした『社会生活上の医師』ともいうべき法曹を養成す

る」ことを教育上の理念として掲げ、その具体的意味を「法律学の最も基本的な理論及び知

識を徹底して教育すること、並びに基礎的理論及び知識による立論・反論をなし得る能力を修

得させること」と考え、議論による問題解決能力を修得させることを教育の目的とし、カリキュ

ラムを編成しております。基本的な法知識や法原則に立ち返って考え、それらを駆使し、新た

な法律論を生み出して未知の問題にも対応する。このような創造的思考を育む教育を通じ、教

職員と院生が「共鳴」関係を結び、共に歩んでいくことを切望しています。

法科大学院が目指すもの

豊かな人間性と職業倫理を備えた
法曹の養成を目指します。

　専修大学法科大学院は、「深い人間理解と倫理観を持ち、地球的視野から独創的な発

想により主体的に社会の諸課題の解決に取り組んでいける能力」をもった法曹の育成を

謳っています。現代は、グローバルな課題について柔軟に対応していく姿勢をもつことが

求められている時代です。専修大学法科大学院は、さまざまな局面で生じる大小の問題

に真摯にとりくみ、幸福な社会の実現に貢献できる能力をもつ、そのような意味で、着実

に本道を歩む法曹を送り出すことを使命と考えています。

　法科大学院で学ぶ者にとって、もちろん司法試験の合格は重要な目標です。法科大学院

が司法試験の実績により評価されるのも、自然なことです。ただ、わたしは、専修大学法科

大学院への評価が、修了生の活躍、社会の諸問題の解決に対する貢献によってこそ、もたら

されることを願います。それは、専修大学の建学の理念、「報恩奉仕」や、21世紀ビジョン

「社会知性（Socio-Intelligence）の開発」という、専修大学の志とも響き合う願いです。

　法曹への道は決して平坦ではありませんが、専修大学法科大学院は、法曹を目指す意

欲ある人の力となるべく、教育に取組み、さまざまな学修支援を用意しています。社会をよ

りよくする志をもつ方々が、多数つどってくださることを期待しています。

社会に貢献する法曹を育てる
橋本 正博法科大学院長 馬塲 杉夫学 長

1 学生一人ひとりに向き合える

クラス担任制を採用しています。

クラス担任制度を採り入れ、学習計画の策定や実施状況の確

認、日常的な学習相談や進路指導など、きめ細かい指導・相談

に応じています。また、全学生に対してクラス担任による面談を

定期的に実施し、学生の学習状況を把握するなどして、状況に

応じた適切なサポートを行います。

クラス担任制
問題意識によって選べる

先端かつ多彩な科目を配置しています。

2・3年次では、多様な専門分野（民事、刑事、企業法務、知的財

産法務、渉外法務、コミュニティサービス関係など）に対応した

多くの科目（展開・先端科目）から自らの問題意識にあわせて科

目を選択できます。豊富な科目を配置することで、多様な課題

を解決できる専門的な法曹を養成します。

先端かつ多彩
教員スタッフと接しやすい環境をつくり

学習理解度を高めます。

オフィスアワーとは、授業の前後の時間を利用して教員スタッフ

とコミュニケーションが図れるように採り入れられた制度です。

本法科大学院ではオフィスアワーを積極的に活用できるように

教員ラウンジを設置しています。講義についての質問や学習の

進め方の相談などを行うのもいいでしょう。

オフィスアワー

OBSERVE
TRADITION

Principle

2 3

4 思考力と実践力を磨き、

法曹に必要な問題解決能力を養います。

1年次には法学の基礎知識と理論を十分に会得できるよう基本

六法を配置し、体系的な思考力を身に付けます。2年次では、ケ

ースメソッドやプロブレムメソッドを用いた演習などにより、応

用力を高めながら、相乗効果により実践的な問題解決能力を養

います。

思考実践力
教員と学生の対話を重視した

少人数、双方向授業を行います。

学生一人ひとりに向き合い、細やかに指導するために、開講する

全ての科目を少人数で行うことを原則としています。たとえば、

法律基本科目の講義は、原則として10〜20人程度の少人数で、

対話形式、双方向授業を意図するソクラティックメソッドの授業

方式で行います。

少人数主義
法令などの資料はデータベース化し、

効率的な環境を整備しています。

法科大学院棟（8号館）では、図書館と情報端末室を6階に集約

して設置しています。フロア全体にあらゆる情報が集約される

ことで、参考文献を調べたり、各種情報を検索するといった作

業が効率的に行えるほか、情報端末を利用してレポートを作成

することも可能です。

効率的学習5 6

本 法科大 学院の

つ の 特 徴

全ては一流の法曹を養成するために。

カリキュラムの構築から学習環境整備に至るまで

トータルに考えた本法科大学院の

6つの特徴をご説明します。6
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法科大学院での授業科目

入学予定者を対象に入学までの期間を利用し、入
学予定者説明会と導入授業を実施しています。入
学予定者説明会では、教 員スタッフ及び司法試 験
合格者が入学前の学習方法のアドバイスと司法試
験の考え方についてのガイダンスを行っています。
導入授業では、４月から授業を担当する教員によ
る事前授業を行います。

2026年度入学者用カリキュラム修了までのスケジュール

※修了するためには、修了要件単位（未修者：106、既修者：72）を修得し、かつ通算GPAが2.00以上であることが必要です。 ※科目名の後ろの（ ）は単位数を示します。
※既修者は1年次必修科目が履修免除されます。 ※2027年度入学者用カリキュラムの内容は一部変更になる場合があります。

法律基本科目
〈基礎科目〉

法律基本科目
〈応用科目〉

実務基礎科目

実務基礎科目

実務基礎科目

基礎法学・隣接科目

展開・先端科目
〈司法試験選択科目に係る科目〉

展開・先端科目

法律基本科目〈応用科目〉
法律基本科目〈基礎科目〉

統治の基本理論 人権の基礎理論

民法Ⅰ（財産法システムⅠ）

刑法Ⅱ（各論） 
民事訴訟法

刑事訴訟法Ⅰ 刑事訴訟法Ⅱ

行政法の基礎理論

民事法総合演習Ⅱ（民事責任法）

法社会学 外国法法哲学 日本法制史

（�）

（�）

民法Ⅲ（事務管理・不当利得・不法行為）（�）

刑法Ⅰ（総論） （�）

（�）

（�） EU法

法情報検索

（�）

民法Ⅱ（財産法システムⅡ） （�）

民法Ⅳ（家族法） （�）

商法Ⅰ（会社法） （�）

商法Ⅱ（商法概論） （�）

（�）

（�）

（�）

 （�）

（�）

要件事実民事法文書作成

金融商品取引法

倒産法Ⅰ

労働法Ⅰ（基本領域）

国際私法Ⅱ

地方自治法執行・保全法

独占禁止法Ⅱ

知的財産法Ⅱ（特許・実用新案法）

租税法Ⅱ

（�）

応用民事訴訟法 （�）

民事法総合演習Ⅲ（不動産及び金融取引法） （�）

商法演習Ⅰ（会社法） （�）

刑事法総合演習Ⅰ（刑法総論重点） （�）

刑事法総合演習Ⅲ（刑事訴訟法重点）（�）

（�）

憲法総合演習Ⅱ（憲法訴訟論） （�）

労働法演習 知的財産法Ⅰ（著作権法）

独占禁止法Ⅰ

国際法

消費者法

租税法Ⅰ

（�） （�）

（�）

（�）

（�）

国際私法Ⅰ

法曹倫理 

刑事実務演習
クリニック

エクスターンシップ

（�） 会社法特論 （�）

刑事法総合演習Ⅳ（刑事法事例演習） （�）

（�）

（�）（�）

（�）

（�）

（�）

（�）

（�）

（�）

（�）

（�）
（�）

（�）

（�）

（�）

（�）

（�）

（�）

（�）

（�）

刑事法特論（少年法・被害者保護法）刑事政策 （�）（�）

（�）

（�）

（2）

（�）

（�）
（�）

（�）

（�）

（�）

環境問題と法Ⅰ （�）

（�）

（�）

（�）

行政法総合演習Ⅰ（行政活動法） （�）
憲法総合演習Ⅰ（人権保障論） （�）

民事法総合演習Ⅰ（現代契約法） （�）

刑事法総合演習Ⅱ（刑法各論重点） （�）

商法演習Ⅱ（企業法総合） （�）

（→詳細な科目説明はP��～）

行政法総合演習Ⅱ（行政救済法） 

西洋法制史

公法系訴訟実務の基礎   

（�）法解釈入門 （�）法文書作成の基礎

（�）要件事実（基礎）

保険法

労働法Ⅱ（展開領域） 

倒産法Ⅱ

（�）法医学 （�）特殊講義

知的財産法演習 

（�）環境問題と法Ⅱ（演習）

国際私法演習

社会保障法

商法特論（2）民事法総合演習Ⅴ（民事訴訟法事例演習）（2）民事法総合演習Ⅳ（家族法） （2）憲法総合演習Ⅲ（憲法判例形成論）

民事実務演習（�）民事実務演習（基礎）

ロイヤリング
模擬裁判

2026年度入学者用開講科目一覧

法学未修者 法学既修者

入学前

専修大学法科大学院での3年間に履修可能な科目です。

学生が自らの目的に合わせて講義を組み合わせられるように多彩な専門科目を配置しています。

多様な選択肢を提供することにより、

これからの社会に貢献できる専門的な法曹の養成を目指します。

専修大学法科大学院の授業科目の体系

本法科大学院では、（1）法曹に共通して必要な専門的資質・能力の修得、（2）豊かな人間性の涵養・向上、（3）専門的な法知識の確実な修得、

（4）法知識を批判的に検討・発展させていく創造的な思考力と事実に即した具体的な問題解決に必要な法的分析・議論能力の育成、

（5）先端的な法領域についての基本的な理解、（6）法曹としての責任感・倫理観の涵養と社会貢献の機会の提供、

これらの基本的理念を統合的に実現するために、授業科目を以下のように分類して開講しています。

憲 法、行 政 法、民 法、商 法、民
事 訴 訟 法、刑 法、刑 事 訴 訟 法
に関する分野の科目

法律基本科目（基礎・応用）

法曹としての技能及び責任そ
の 他 の 法 律 実 務 に 関 する 基
礎的な分野の科目

実務基礎科目

基 礎 法 学 に 関 する分 野 又 は
法 学と関 連 を有 する分 野 の
科目

基礎法学・隣接科目

先端的な法領域に関する科目、
その他の実定法に関する多様
な分 野の科目であって、法 律
基本科目以外のもの

展開・先端科目
法律基本科目のうち、憲法、
民法、商法、民事訴訟法、刑
法、刑事訴訟法を中心に基
本的知識と法理論を徹底し
て修得します。

1年次
1年次で修得した科目につい
て、具体的事案をもとにした
法的思考力を養成します。加
えて、行政法と選択科目につ
いては、基本的知識・法理論
の修得から法的思考力の養
成まで一気に行います。ここ
までで、十分に司法試験に対
応する学力が備わります。

2年次
主 に司 法 試 験 合 格 後 を見
据えて、法曹倫理、エクスタ
ーンシップやロイヤリング
などの実務基礎科目を修得
し、司法 修 習に備えること
になります。また、民事法文
書作成などの科目で、法 文
書の作成能力の向上を目指
します。

3年次

本法科大学院では、過去の修了者の学内成績と司法

試験の結果などの相関分析に基づいた新しいカリキ

ュラムを2025年度から導入しています。司法試験へ

向けての基礎力向上はもとより、実社会で活躍でき

る法曹を養成するためのカリキュラムです。

カリキュラム内容の改良について

必 

修

選
択
必
修

選 

択

1年次 2年次 3年次

〈 説明会と導入授業 〉

科目体系
Subject System

開講科目
Curriculum

履修領域
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公法系訴訟実務の基礎

行政法総合演習Ⅱ（行政救済法）

行政法の基礎理論

行政法総合演習Ⅰ（行政活動法）

Constitutional Law, Administrative Law Civil Law

民事法総合演習Ⅲ（不動産及び金融取引法）

民事法総合演習Ⅰ（現代契約法） 15回2単位

15回2単位

契約法に関する民法理論を応用し、法の解釈及び適用により紛争を解決する能
力を養成する。

不動産法及び金融取引法の一般理論を踏まえ、不動産をめぐる民事紛争の実態
及び債権担保法制のあり方を実務に則して具体的に理解できるようにする。

憲法総合演習Ⅰ（人権保障論）

憲法総合演習Ⅱ（憲法訴訟論）

15回2単位

15回2単位

15回2単位

15回2単位

15回2単位

15回2単位

憲法上の権利を体系的に理解し、これが国家の機能（立法・行政・司法）によって
いかに表されているかを理解し、その問題点を明らかにできる力を養う。
人権の審査基準を応用することができるようにする。

憲法の応用力をつけるために、社会の中で生起する法的事実に憲法をあてはめる
訴訟技術を学習する。主要判例を参考としながら、憲法を活かす手法を学ぶ。

憲法総合演習Ⅲ（憲法判例形成論） 15回2単位

選択科目として導入している科目。学生各自の憲法事案の起案能力を高めるた
めに、主要な最高裁判例を下級審から見直し、いわばゲーム理論としての是非を
再現する。

行政法の基本原理から行政救済法にいたるまでの行政法の基本的な考え方と
基礎理論を身につける。

公法（憲法、行政法）全体について、裁判例をはじめとする事例を題材にして
公法系訴訟実務の基礎を学ぶ。

行政法の基礎理論での学習を踏まえて、主に行政法の基本原理、行政作用法、行
政救済法に関わる分野について、事例を素材とした演習形式の学習を通して応
用力、事案解明力を養う。

行政法の基礎理論での学習を踏まえて、行政争訟（行政事件訴訟と行政不服審
査）及び国家補償（国家賠償と損失補償）の2つの柱から構成される行政救済法
について、体系的理解を深める。

統治の基本理論

人権の基礎理論

15回2単位

30回4単位

国家統治の構造と機能を理解する。

人権カタログにしたがって、人権を体系的に理解する。

民法Ⅰ（財産法システムⅠ）

民法Ⅱ（財産法システムⅡ）

民法Ⅲ（事務管理・不当利得・不法行為）

民法Ⅳ（家族法）

30回4単位

8回1単位

15回2単位

30回4単位

主に契約及び不動産法のシステムについて基礎を固める
（民法総則・物権法・契約法）。

主に債権回収や担保法のシステムについて基礎を固める
（民法総則・担保物権法・債権総論）。

契約以外の債権発生原因である法定債権、
とりわけ不法行為について基礎を固める。

夫婦の法、親子の法、家族親族における弱者保護の法、
相続の法について基礎を固める。

民事法総合演習Ⅳ（家族法） 15回2単位

親族法及び相続法の基礎的理解を深めるとともに、発展的な問題にも対応でき
る応用力の修得を図る。

民事法総合演習Ⅱ（民事責任法） 15回2単位

不法行為法を中心として民事責任に関する民法及び特別法の理論について、理
論上の問題と実務上の処理を具体的に理解できるようにする。

開
講
科
目
ポ
イ
ン
ト
解
説人権分野を基礎からしっかり学ぶ

田代 亜紀 教授

「人権の基礎理論」は、未修者（1年生）を対象とする授業
で、初歩から憲法の人権分野を学び、応用的なレベルを目
指していきます。授業では、学説や重要判例など扱う対象
が非常に多いので、受講者には予習をして臨むことが求め
られ、受講後は復習して、理解や知識を定着するようにし
ます。授業担当者は、学生の理解度を見ながら、憲法学の
基礎知識や人権分野の学説、判例の分析などを講義しま
す。その中で憲法学の面白さや法曹にとって大切な人権意
識も伝えられたらと考えています。

憲法とは？

開
講
科
目
ポ
イ
ン
ト
解
説

公
法
系

行政法とは？

憲法・行政法

憲法は、最高法規としてすべての「条文集」の冒頭に記されています。

その理由は、公法の基礎を形成するだけでなく、

私法の領域にもなんらかの形で影響を及ぼしていることにあります。

この法規の内容を理解することは、法治国家の本質を

把握することであると言ってもよいでしょう。

行政法とは、名前のとおり行政に関する法のことです。

現在、行政の活動は国民生活のすみずみにまで及んでおり、

行政法との深い関わりなしには

国民生活は成り立たない状況になっています。

行政法分野の科目では、こうした行政法の仕組みや理論、

そして行政活動による国民の権利利益の侵害を

防ぐための救済の制度と理論を学んでいきます。

2
年
次

2・3
年
次

1
年
次

2
年
次

3
年
次

2・3
年
次

1
年
次

Teacher’s Message

事例式問題に取り組むことで未知の問題に対応

大澤 逸平 教授

民事法総合演習II（民事責任法）は3年次に配当されてい
ます。主たる学習対象は不法行為や契約責任ですが、民法
学習の総まとめとして、知識の定着のみならず活用や応用
にも目を向けたい段階です。そこで本演習では、事例式問
題を検討することを通じて、検討すべき問題点を発見し、
論旨を組み立て、事実に即して結論を導くというプロセス
を実行できるようになることを目指しています。この力は、
実務家となって未知の問題に出会った際に皆さんの力に
なるでしょう。

民法とは？

民
事
系

民 法

民法とは、市民の日常生活を規律する基本的な法律であり、

（1）物の所有や利用、契約や損害賠償など 

財産関係をめぐる紛争を解決する法（財産法）と

（2）夫婦や親子などの身分関係を巡る紛争を解決する法（家族法）の

2つの分野に分けられます。

Teacher’s Message

2
年
次

3
年
次
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刑事法総合演習Ⅳ（刑事法事例演習）

刑事実務演習 15回2単位

15回2単位

これまでの科目において身につけた基礎力・応用力の総仕上げとして身柄処理、
証拠収集、起訴前弁護、公訴提起、保釈、主張・立証活動、裁判など各局面におい
て、裁判官・検察官・弁護人として如何に対処すべきかを実践的に訓練し、実務
的なセンス及び能力（口頭・文書）を修得する。

刑法総論・各論、刑事訴訟法、刑事実務の各分野において修得した基礎理論・判
例、実務的対応等を総合して具体的な刑事事例の分析、評価、法理論のあてはめ
に取り組む。口頭・文書における応用力、表現力の更なる伸長を目指す。

刑事法総合演習Ⅰ（刑法総論重点）

刑事法総合演習Ⅲ（刑事訴訟法重点）

刑事法総合演習Ⅱ（刑法各論重点）

15回2単位

15回2単位

15回2単位

主に刑法総論分野での基礎理論・判例を駆使して事例に則した適正かつ妥当な
解決ができる総合的な応用能力を身につける。

主に刑法各論分野での基礎理論・判例を駆使して事例に則した適正かつ妥当な
解決ができる総合的な応用能力を身につける。

刑事訴訟法の分野における一般的な理解を前提とした上で、具体的な事案にお
いて、理論・判例に即して、妥当かつ論理一貫した解決ができる応用力の修得を
目指す。

刑法Ⅱ（各論）

刑法Ⅰ（総論）

刑事訴訟法Ⅰ

刑事訴訟法Ⅱ

23回3単位

15回2単位

15回2単位

23回3単位

全ての犯罪類型に共通する刑法の基本思想や論理の展開を体系的に理解し、
理論的基礎を固める。

個別的な犯罪類型の構成要件を理解し、具体的に発生する事案にあてはめて
解決する基礎的能力を養う。

捜査手続の概要・流れ、捜査手続における諸問題の理解を目指す。

公判手続の概要・流れ、公判手続における諸問題の理解を目指す。

商法特論 15回2単位
商法分野の理解を深めるため、手形法・小切手法や商法総則等の知識を修得する。

会社法特論 15回2単位
最新の種々の問題の検討を含め、会社法分野の発展的・応用的な学習を行う。

民事訴訟法 30回4単位
訴え提起から判決・上訴に至る手続の流れについて、確実な理論的基礎を固める。

応用民事訴訟法

民事実務演習（基礎）

15回2単位

15回2単位

基礎的知識を確認するとともに、実際の裁判例などをもとに問題解決型思考を
身につける。

実体法と訴訟法にまたがる問題を用い、実務家に必要な総合力・応用力を育成する。

民事実務演習 15回2単位
身に付けた基礎力・応用力を、実際の裁判の展開に合わせ実践的に訓練する。

民事法総合演習Ⅴ（民事訴訟法事例演習） 15回2単位
具体的事例を検討しながら、知識と応用力の翼を広げる。

商法Ⅰ（会社法）

商法Ⅱ（商法概論）

23回3単位

15回2単位

商法Ⅰにおいては、会社法上の規制内容である会社の種類、法的意義、設立、
資金調達、機関構造、組織再編、解散等の公正な運営ルールを学ぶ。

商法Ⅱでは、ビジネス法務の基盤となる商法上の種々の制度（商取引の特則、
商業登記や商業帳簿、手形・小切手等の働き）について、
基本から今後の課題までのマスターを目指していく。

商法演習Ⅱ（企業法総合）

商法演習Ⅰ（会社法）

15回2単位

15回2単位

商法演習Ⅱも商法演習Ⅰと同様に少人数の演習方式において、
会社法と商法の総則等について、主要な事例をベースに学んでいく。

基礎的な理解のさらなる充実を図るとともに、少人数の演習方式において
実際の裁判例や事例等を素材にして（ケース・メソッド）、
活発なディスカッションを含めその解決方法を探っていく。
会社の設立・運営から資金調達等までの幅広い会社法関連の事例を取扱う。

Commercial Law, Civil Procedure Criminal Law, Criminal Procedure

開
講
科
目
ポ
イ
ン
ト
解
説会社法の基礎的な理解と発展的な習得を目指して

松岡 啓祐 教授

商法演習Ⅰでは、会社法のうち、特に企業組織に関する法
規制に焦点を当てています。ダイナミックな経済社会を対
象とする企業法では、多角的学習が欠かせません。この演
習では少人数の演習形式における双方向的なやりとりを通
じて、会社法の各制度の趣旨や要件等を検討するととも
に、判例等を含め最新の問題への理解も深めます。そのな
かで、企業に関するトラブルの公正かつ適切な解決方法を
探っていきます。「企業社会の公正な運営の確保」こそが、
ビジネス・ローの実践的な役割なのです。

商法とは？

開
講
科
目
ポ
イ
ン
ト
解
説

民
事
系

民事訴訟法とは？

商法・民事訴訟法

商法とは、企業や企業の活動・商取引等を対象とするルールであり、

企業経営とビジネスの基盤となる法体系を構成しています。

民事訴訟法とは、金銭の貸し借りや家の明渡し、

離婚などの紛争を、裁判所が裁定することによって

解決する手続を定めた法律です。

2
年
次

2
年
次

3
年
次

1・2
年
次

2・3
年
次

3
年
次

2・3
年
次

1
年
次

2
年
次

3
年
次

1
年
次

Teacher’s Message

基礎理論から導かれる応用力

稲垣 悠一 教授

私の講義の主眼は、「法理論の組み立て方は一つではな
い」というスタンスの下、法概念の意義を正確に押さえ、説
得力ある論理を展開できる能力を涵養してもらうことにあ
ります。価値観の対立の激しい刑法では、採用する前提
（初期値）の如何により、組み立て得る理論は無数にあり
ます。そのため、特定の理論を学生に強制することは有益
ではありません。むしろ、理論の分岐点となる価値観・根源
を意識させることが、未知の問題に遭遇した際の応用力に
繋がるのではないかと考えます。

刑法とは？

刑
事
系

刑法・刑事訴訟法

刑法とは、犯罪・刑罰の内容を定義し、その犯罪行為を行った者に         

刑罰を科す要件を定める法律です。刑罰を科すことは、

国民の自由を制約することになるため、学説・判例の対立が厳しい法分野です。

刑法では、犯罪が成立するかどうかを厳格に判断することが求められることから、

厳密な法解釈や論理一貫性が求められます。

刑事訴訟法とは？

刑事訴訟法とは、刑法を実現するための手続のあり方を定める法律です。

犯罪行為を行った者に刑罰を科すには、必ず、刑事裁判において、

被告人の犯罪行為が証拠により証明されなければなりません。

刑事手続では、被疑者・被告人の権利が

制約されることがあるので、その権利保障を実現しつつ、

事案の真相を解明できるようにする

バランス感覚が求められます。

Teacher’s Message1
年
次
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Legal Externship

目標の法曹実務家はどんな仕事をしているか、

弁護士になった気持ちで体験

夏期休暇期間を利用し、法律事務所を中心として1週間研

修を行います。この期間は、実務家が事務所等で行う法律

相談に立ち会ったり、裁判所に行き、場合によっては非公

開の手続に参加することもできます。また、裁判所でどのよ

うな書面が交わされ、裁判官とどのようなやりとりがあった

かについて報告書を作成したり、簡単な訴状等裁判所への

提出書類を作成することもあります。したがって、エクス

ターンシップを通じて、実務家がどのような仕事をしている

かを体験できます。どのような体験をするかは、皆さんが配

属された事務所で異なります。そのため、配属先について

は先ず受講生から取扱事件の希望や交通の利便性を聞き、

できるだけ要望に応えるようにしています。配属された事務

所では、様々な事務処埋を行っており、取扱事件は違いま

すが、それぞれの事務所で実際に行われている内容を知る

ことで、司法試験合格後、自分が実務家になったイメージ

を持つことが出来ます。これによって、エクスターンシップ

終了時に、法曹実務家になりたいというモチベーションを

高めることができます。また、今までの座学での知識が実

際にどのように使われているかを知ることで、理論と実務

の架橋をすることができることもエクスターンシップのメ

リットです。

エクスターンシップ
Legal Clinic

弁護士と依頼者との接点は、法律相談から始まります。その

人がどんな相談に来たのかについて知らなくても、何の予

備的知識がなくても相談に回答し、信頼を得て事件を受任

するのが仕事の第一歩です。でも、誰でもこの法律相談が

できるかといえば、そうではありません。相談者が話そうと

している事実の中で大切なこと(法律的に、または事実とし

て)は何かを知っていなければ上手くいきません。日頃皆さ

んが勉強している法律知識は、この相談で何が重要かを知

るために学んでいるという側面があります。その意味では法

律がどう使われているかを知ることがクリニックの目的とも

いえます。先ず、法律相談の代表的事例（金銭貸借、交通事

故、借地借家、離婚、相続）についての必要な知識を、授業で

習得します。そして、実際に今村記念法律事務所で開催さ

れる法律相談に立ち会い、弁護士同席の下で事実聴取等を

行うことになります。受講生がこの相談の事実聴取をやっ

てみて感じるのは、自分の法律知識のあやふやさであった

り、聞き取り能力が足りないということのようです。このこと

で法律の知識の正確性が実務で要求されていることを知り、

普通の場合にはこうなるという視点から依頼者の話しの内

容をチェックすることが事実確認では重要であることが分

かります。

あなたは、弁護士のように初対面の人から事実を

聞き出して、法律相談を受けることができますか？

クリニック
Moot Court

実践的授業による法律基本科目の再認識と

実務家としての作法習得

模擬裁判は、学生が訴訟におけるそれぞれの立場に立って、

民事・刑事とも特定の事例を素材として法廷教室で裁判を

模擬体験することを目的とした実践的授業です。担当講師

は全て法律実務家で構成されており、講義もより実務に即

した実践形式で行います。そして、民事裁判にあっては、原

告、被告、裁判官のグループに分かれてそれぞれの立場で

訴訟活動を疑似体験します。例えば、原告の立場から法律

相談、訴状、答弁書に対する対応、準備書面、証拠調べ手続

等を体験します。刑事事件にあっても、公判手続を中心とし

ますが逮捕当初から検察官役と弁護人役とがそれぞれの

立場で、刑事手続全体を確認します。すなわち民事におい

ては裁判官・原告代理人・被告代理人、刑事においては裁

判官・検察官・弁護人の立場に立ち、それぞれの立場から書

面作成・尋問等を行います。実際の実務の流れに従って、民

事では法律相談から準備書面の作成等を行い、刑事では

公判手続までを体験します。本授業は、これら民事及び刑

事の模擬裁判を通じて、学生がこれまでに法律基本科目で

習得した知識がどのように実務において役立つのかを確認

し、更なる学習意欲の向上を目指すと共に、法律家として最

低限備えなければならない作法についても実務を模擬体

験する中で習得させることをも目的としています。

模擬裁判

導入授業
入学までの約6ヶ月間、入学後の授業にスムーズに適応できるよう、4月から授業を担当する教員による導
入授業を実施しています。2025年度は、入学までの学習案内や法学入門・憲法・行政法・民法・商法・刑法・民
事訴訟法・刑事訴訟法などの講義を実施しました。法律学を学ぶ上でもっとも重要なのは、基本原理の理
解ですが、これを入学前に徹底して学習することで、入学後の学習効果が飛躍的に増大します。

自習室の利用

法科大学院棟（８号館）７・８階は学生の自習用
フロアとなっており、無線LANも配備されていま
す。法科大学院の授業では、予習・復習が欠かせ
ないことから、本法科大学院の自習室では個人
専用のキャレルを在学生全員に用意しています。
また、修了後も、一定の要件を満たすことでキャ
レルの使用が可能となります。

今村記念法律事務所

法科大学院棟（８号館）１階には法律事務所を設置して
います。今村記念法律事務所では、学生自身が実務家
教員とともに法律相談などの実務に接することで、どの
ようなことを学ぶべきかを自発的に考える場を提供し
ています。また、エクスターンシップやクリニックといっ
た実務基礎科目を学ぶ場としても、今村記念法律事務
所が利用されています。

在学生支援プログラム

憲法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法の授業
担当教員と本法科大学院を修了した実務家講師が共同
でプログラムのカリキュラムを決定し、個々の学生の到
達度を確認しながら講義、演習を行います。このプログ
ラムは、授業担当者と実務家講師双方が学生の達成度
を正確に把握することによって、学力に合った内容に随
時修正しながら実施しています。法科大学院用の図書館設備（図書館法科大学院分館）

法科大学院棟（8号館）6階には法科大学院用の図書館を設置しています。図書館では、法令（現行・
過去履歴）、判例、審決、『ジュリスト』、『別冊ジュリスト 判例百選』、『NBL』、ニュース記事を収録した

「Westlaw Japan」や、現行法令、判例、主要法律雑誌全文、書誌情報（出典・評釈等）を収録した
「LLI判例秘書アカデミック版」、明治8年以降の判例全文と書誌情報（出典・評釈等）を収録した
「LEX/DBインターネット」などの法律関係データベースを提供しています。また、これらのデータ

ベースを利用することで、レポート作成などを効率的に行うことができます。

法科大学院の理念の一つである

「理論と実務の架橋」に基づき、

実践的かつ即応力を養う授業を

展開しています。

実務基礎科目紹介 司法試験合格体験記

司法試験合格者の有志により、毎年『合格体験記』を作成しています。司法試験合格に至るまでの学習方
法や、在学生、修了生に対するアドバイス等が詳細に記されています。合格体験記を通じて、司法試験合
格までの道筋を具体的にイメージすることが可能となり、学習計画立案の一助となっています。また、合
格体験記作成者との懇談会も開催しており、受験生からの質問や相談を受ける機会を設けています。

宮
岡 

孝
之 

教
授

学びの質を考える
正課授業のバックアップを行う在学生支援プログラムをはじめ、法令データベースの整備、
アカデミック・アドバイザーの導入など、より学びやすい環境を整えるために、
本法科大学院では各種の学習支援を実施しています。

本法科大学院を修了し、司法試験
に合格した弁護士が、学習方法や勉
学上の疑問点、法曹の仕事内容など
についてアドバイスを行う「アカデ
ミック・アドバイザー制度」を設けて
います。在学生はもちろん、修了生
も利用可能です。

アカデミック・アドバイザー

学 習 支 援
Learning Support 
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米丸 恒治 教授

名古屋大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得退学
博士（法学）、元司法試験考査委員、神戸大学名誉教授

■ 行政法の基礎理論
■ 行政法総合演習Ⅰ（行政活動法）
■ 地方自治法

担当科目

山田 創一 教授

中央大学大学院法学研究科博士課程後期退学
弁護士

■ 民法Ⅱ（財産法システムⅡ）
■ 民事法総合演習Ⅰ（現代契約法）
■ 民事法総合演習Ⅲ（不動産及び金融取引法）

担当科目

只野 雅人 教授

一橋大学大学院法学研究科博士後期課程修了
博士（法学）

■統治の基本理論   ■憲法総合演習Ⅰ（人権保障論）
■憲法総合演習Ⅱ（憲法訴訟論）

担当科目

稲垣 悠一 教授

専修大学大学院法学研究科博士後期課程修了
博士（法学）、弁護士

田代 亜紀 教授

東北大学大学院法学研究科博士課程修了
博士（法学）

■ 刑事法総合演習Ⅰ（刑法総論重点） 
■ 刑事法総合演習Ⅱ（刑法各論重点）
■ 刑事法総合演習Ⅳ（刑事法事例演習）　

2026年4月1日現在

各分野のプロフェッショナルが揃う

充実の教員スタッフ

担当科目

■ 人権の基礎理論
■ 憲法総合演習Ⅲ（憲法判例形成論）

担当科目

10

教員一覧

��

大澤 逸平 教授

東京大学法学部卒業　東京大学大学院修士課程修了
法学修士

■ 民法Ⅰ（財産法システムⅠ）
■ 民法Ⅲ（事務管理・不当利得・不法行為） 
■ 民事法総合演習Ⅰ（現代契約法） ■ 民事法総合演習Ⅱ（民事責任法）

担当科目

��

道垣内 弘人 教授

東京大学法学部卒業
元司法試験考査委員、弁護士

■ 民法Ⅳ（家族法）　■ 民法特論
■ 民事法総合演習Ⅳ（家族法）　

担当科目

��

加藤 克佳 教授

早稲田大学法学部卒業
早稲田大学大学院法学研究科博士課程単位修得退学
元司法試験考査委員、弁護士

■ 刑事訴訟法Ⅰ　■ 刑事訴訟法Ⅱ
■ 刑事法総合演習Ⅲ（刑事訴訟法重点）
■ 刑事法総合演習Ⅳ（刑事法事例演習）

担当科目

��

前田 修志 教授

上智大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得退学

■ 商法Ⅰ（会社法）　■ 商法Ⅱ（商法概論）
■ 商法演習Ⅱ（企業法総合）
■ 会社法特論

担当科目

�� ��

安達 栄司 教授

早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程退学
博士（法学）

■ 民事訴訟法
■ 応用民事訴訟法
■ 民事法総合演習Ⅴ（民事訴訟法事例演習）

担当科目

��

��

��

石田 信平 教授

同志社大学大学院博士後期課程退学
博士（法学）

■ 労働法演習　■ 外国法（イギリス法）
■ 労働法Ⅰ（基本領域）　■ 労働法Ⅱ（展開領域）

担当科目

��
副院長  松岡 啓祐 教授

早稲田大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学
元公認会計士試験委員（企業法を担当）
行政書士試験委員

■ 商法演習Ⅰ（会社法）　■ 商法演習Ⅱ（企業法総合）
■ 金融商品取引法

担当科目

��
院長  橋本 正博 教授

一橋大学大学院博士後期課程単位修得退学
一橋大学博士（法学）、元司法試験考査委員

■ 刑法Ⅰ（総論）　■ 刑法Ⅱ（各論）

担当科目

��

日野 修一 教授

京都大学法学部卒業
元東海大学法科大学院准教授
弁護士

■ 民事法総合演習Ⅳ (家族法)
■ 民事実務演習　■ 要件事実
■ 民事実務演習（基礎）　■ 要件事実（基礎）

担当科目

��
宮岡 孝之 教授

専修大学法学部卒業
弁護士、学校法人北上学園理事長

��
大島 義則 教授

慶應義塾大学大学院法務研究科法務専攻（法科大学院）
専門職学位課程修了
弁護士

■ 行政法総合演習Ⅱ（行政救済法）
■ 公法系訴訟実務の基礎　■ 模擬裁判

担当科目

��
遠藤 輝好 教授

中央大学大学院法務研究科法務専攻専門職学位課程修了
弁護士

��

��

嶋 拓哉 教授

東京大学法学部卒業 東京大学大学院修士課程修了
修士（法学）

■ 国際私法Ⅰ　■ 国際私法Ⅱ　■ 国際私法演習
■ 民事法総合演習Ⅰ（現代契約法）

担当科目

��

河崎 祐子 准教授

一橋大学大学院法学研究科博士後期課程修了
博士（法学）

■ 倒産法I　■ 倒産法II　■ 執行・保全法

担当科目

��

List of Faculty Members

�名
■ 刑事法総合演習Ⅲ（刑事訴訟法重点）
■ 法解釈入門　■ 法文書作成の基礎
■ 刑事実務演習　■ 模擬裁判　

担当科目

■ 民事実務演習　■ 模擬裁判
■ ロイヤリング　■ エクスターンシップ
■ 民事法文書作成　■ クリニック

担当科目

法科大学院

専任教員
（研究者）

法科大学院

専任教員
（実務家）

��名

講義を通じて知識や経験を 

伝えるのはもちろんのこと、

全ての教員が 

司法試験突破をめざす学生の 

心強いアドバイザーとして、

日々の学びをサポートします。
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2026年4月1日現在

法哲学千葉大学法政経学部教授川瀬 貴之

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

法社会学法学部教授、博士（法学）飯　考行

��

�� 独占禁止法Ⅰ
独占禁止法Ⅱ

租税法Ⅰ
租税法Ⅱ

法学部教授、博士（法学）大槻 文俊

��

刑事政策
刑事法特論

（少年法・被害者保護法）
法学部教授、博士（法学）

��

社会保障法法学部教授

西洋法制史法学部教授

�� 商法特論法学部教授木下 崇

在外研究員法学部准教授

法情報検索法学部教授、博士（法学）岡田 好史

国際法法学部教授

渡邊 一弘

根岸 忠

藤野 奈津子

EU法法学部教授小場瀬 琢磨

澤山 裕文

森川 幸一

��

保険法法学部教授遠山 聡

法学部教授谷口 智紀

日本法制史法学部教授坂誥 智美

法曹倫理
民事実務演習

早稲田大学法学部卒業
公証人（神田公証役場）阿部 正幸

法医学
日本医科大学大学院博士課程
医学研究科修士
医学博士

早川 秀幸

模擬裁判
京都大学大学院法学研究科
修士課程修了
弁護士（石嵜・山中総合法律事務所）

山中 健児知的財産法演習
北海道大学法科大学院修了
弁護士・弁理士

（晴海パートナーズ法律事務所）
酒迎 明洋

法曹倫理創価大学法学部卒業
弁護士（銀座ヒラソル法律事務所）酒井 雅男

知的財産法演習
北海道大学法科大学院修了
弁護士

（弁護士法人内田・鮫島法律事務所）
高瀬 亜富

模擬裁判専修大学法学部卒業
弁護士（新横浜法律事務所）高橋　温

法曹倫理
刑事実務演習
模擬裁判

早稲田大学法学部卒業
弁護士（ひかり総合法律事務所）渡邉 清

模擬裁判専修大学法学部卒業
弁護士（横浜みやこ法律事務所）井上　泰

知的財産法Ⅰ（著作権法）
知的財産法Ⅱ（特許・実用新案法）尾関 孝彰

東京大学経済学部
東京理科大学工学部第二部卒業
弁護士（桝實法律事務所）

消費者法
中央大学法学部卒業　
弁護士

（フォレストウォーク法律事務所）
森 哲也

環境問題と法Ⅰ
環境問題と法Ⅱ（演習）

専修大学法学部卒業
弁護士（森の風法律事務所）藤田 城治

��名

��名

�名

OB’smessage

教員一覧
List of Faculty Members

本学

法学部所属教員

法科大学院

客員教授
（実務家兼任教員）

法科大学院

兼任講師
（研究者兼任教員）

少人数制授業を実現するために、

各科目に本学法学部所属教員、

実務家兼任教員及び 

研究者兼任教員を 

バランスよく配置しています。

　本法科大学院での学びは、現在の実務に
直結する大きな財産となっています。本学の
授業は質疑応答を中心に進められるため、
一つの問題についても複数の見解から結論
を導くことや、それぞれの見解がどのような
論拠に基づくのかを深く考える習慣が身に
つきました。単に知識を覚えるのではなく、
事案を多角的に分析し、自分の考えを論理
的に説明する力を鍛えることができたと感じ
ています。
　実務では、相手方の見解や動きを予測し
ながら主張を構成する場面が多くあります
が、こうした思考力は法科大学院での学び
によって培われたものだと実感しています。
　また、本学にはアカデミックアドバイザー制
度や個別面談など、学生一人ひとりを支える手
厚いサポート体制があります。先生方との距離
も近く、疑問をそのままにせず、納得するまで
考え抜くことができる環境が整っています。
　受験生の皆さんには、答えを急ぐのではな
く、なぜその結論になるのかを考え続ける姿
勢を大切にしてほしいと思います。その積み
重ねが、司法試験だけでなく実務でも通用す
る力になります。本学での学びは皆さんを確
実に成長させてくれるはずです。法曹の世界
でお会いできる日を楽しみにしています。

　本法科大学院では少人数制による講義が
行われているため、先生方との密接なコミュ
ニケーションをとることができる環境です。
科目ごとの疑問や学習に関する不安等をす
ぐに相談したり、答案の書き方や論理的思
考力についての丁寧な指導を受けることが
できます。
　また、クラス担任による面談が定期的に
実施され、各学生に応じて適切かつ丁寧な
指導をして頂くことができます。一人で抱え
がちな学習計画や日常の学習状況、司法試
験への不安等についての相談ができるため、
とても心強いです。
　さらに、講義外における支援プログラムや
アカデミックアドバイザー等の手厚いサポ
ート、個室形式の自習室や図書室等の充実
した学習設備が整えられており、集中して学
習に励むことができます。
　司法試験合格は決して簡単ではないです
し、辛いことや不安に思うことが多いですが、
丁寧な指導や手厚く心強いサポートのある
本学は、最高の学習環境だと思っています。
司法試験合格に向けて、私たちと一緒に頑
張りませんか。

東中 万桜さん

2年次在学 未修者

Mao Higashinaka

福 本 拓眞さん

令和6年３月修了
弁護士　
神奈川県内法律事務所 勤務

Takuma Fukumoto

実務で生きる
法科大学院での思考力

本法科大学院にしかない
学習環境と魅力

〈  OBからのメッセージ  〉 〈  在学生からのメッセージ  〉

STUDENT’smessage
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Q & A
Question & Answer

入学試験や就職などについて、

入学前に聞いておきたい

様々な疑問にお答えします。
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�.��～�.��

�.��～�.��

�.��～�.��
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合　　計
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法科大学院修了時GPA

��

��

���

���

���

���

修了生

��

��

��

��

��

���

司法試 験合格者 司法試 験合格 率

��,���（�,���）教育充実費（分納１期分）

完納（年額）入学手続時 �,���,���

委託徴収金 校友会入会金 −

施設費（分納１期分） ���,���（��,���）

授業料（分納１期分） ���,���（���,���）

入学金 −

��,���（�,���） ��,���（�,���）

�,���,��� �,���,���

��,���※ −

���,���（��,���） ���,���（��,���）

���,���（���,���） ���,���（���,���）

���,���※ −

第１年度（2026年度） 第2年度（2027年度） 第3年度（2028年度）

➀※印は第2年度以降は納入する必要はありません。
➁本学の学部卒業者及び同大学院修了者については、入学金及び校友会入会金を徴収いたしません。

〔注意〕 在学中受験を検討している場合、必ず２年次で展開・先端科目〈司法試験選択科目に係る科目〉を４単位以上履修していただきます。

※スカラシップ入試（早期卒業）、スカラシップ入試（開放型選抜）における法学既修者の筆記試験は除く。

※2005～2024年度の過去20年間の修了生法科大学院修了時のGPA別司法試験合格率

���

���
修了者数

未　修

既　修

��

���
合格者数

未　修

既　修 既　修

��.��％

��.��％
合格率

未　修修了者数

���

合格者数

���
合　計

合格率

��.�％

これまでの修了生の司法試験合格率はどれくらいですか？

本法科大学院修了者の過去20年間の合格実績を下記にまとめていますが、本法科大学院は過去20回の司法試験で217名（在学中受験合格者は1名。
外数）の合格者を輩出しています。2025年3月時点での修了者は全部で588名ですから、修了生の約37％が司法試験に合格しているということになり
ます。また、入学者別にみると既修者の合格率が約42％と高く、未修者の合格率が約26％と既修者と比較して低い結果になっていますが、未修者が
最終目的を達成できるよう、積極的にカリキュラムや授業内容の改良に着手しています。

司法試験
合格率

在学中の学費について教えてください。

2026年度入学者の学費を参考として以下に示します。

弁護士の就職難が報道されていますが、
就職状況はどうですか？

本法科大学院出身の司法 修 習終了者は、10 0％就 職を果たして
います（78期修習生までの調査）。裁判官や検察官への任官とは
異なり、弁護士事務所への就 職は、司法試 験や司法 修 習中の成
績よりも、人と人の繋がりが重要です。そのため、本法科大学院
所属の実務家教 員を介して、本学出身弁護士や実務家教 員など
と情報交換できる場を提供しています。このように実務家教員や
本学出身弁護士の多くが、教え子や後輩の就 職状況を気にかけ
ていることが、高い就職率の維持への大きな力となっています。

スカラシップ入試の面接試験では、どのようなことが問われるのですか？

面接試験では、法律家としての適性があるかを確認しています。ですから、まず礼儀正しい行動ができる
かをチェックします。次に、法律家の仕事は依頼者や相手方との交渉や説得が中心になりますから、論理
的な会話ができるか、冷静な対応ができるか、相手の立場を慮った対応ができるかをチェックします。法
律家は依頼者の主張を押し通すことが仕事と思われがちですが、バランスのとれた解決を目指すことが
要求される仕事です。ですから試験でも自己の考えばかり声高に主張することは慎んでください。

奨学生に採用された場合の入学手続時の
振込金額について教えてください。

奨学金が減免された額の振込となりますので、例えばスカラシッ
プ入試奨学生に採用された場合は、30,000円（本学以外の大学出
身者）の振込となります（2026年度学費を参考に例示）。

スカラシップ入試と一般入試との違いは何ですか？

スカラシップ入試と一般入試の両入試は、主に志望理由書、合格者の選考
方法、採用される奨学生の種類の面で異なります。志望理由書（出願書類）
に関して、スカラシップ入試では当該入試の実施趣旨も踏まえた記載を求
めるなど、内容面での違いのほか、所定の文字数についても異なります<学
生募集要項参照>。
合格者の選考方法については、両入試で共通に課す筆記試験（両入試とも同一
の問題を使用※）に加え、スカラシップ入試では面接試験も実施します（一般入
試では、未修者、既修者ともに面接試験は実施しません）<当ガイドP.��参照>。
採用される奨学生の種 類としては、スカラシップ入試においては「スカラ
シップ入試奨学生」（スカラシップ入試合格者全員）、一般 入試では「新入
生学術奨 励奨学生Ａ」または「新入生学術奨 励奨学生Ｂ」（入学試 験の成
績優秀者）に採用されます<当ガイドP.��参照>。
なお、両入試については同時出願をすることが可能で、入学検定料の割引
きも行われます<当ガイドP.��参照>。

司法試験に向けて、
どのような支援が行われていますか？

下記の表は過去20年間588名の本法科大学院修了生のＧＰＡと司
法試験の合格率の関係を表したものです。このデータから本法科
大学院の場合は修了時のＧＰＡが高い修了生ほど司法試 験の合
格率が高く、ＧＰＡ�.�以上の修了生では7割以上の合格率となっ
ています。これは、正課授業の理解を深めることが次へのステップ
につながる証明でもあり、在学中に授業に集中することが重要で
あると考えています。そのため、授業支援を目的とした在学生支援
プログラムや自主的な学習のサポートを目的としたアカデミック・
アドバイザー制度などを充実させています。これらの制度のなか
には在学生だけではなく修了生も利用可能なものもあり、例年希
望者のニーズに応じて柔軟な運用が行われています。

志望理由書の「学業実績・キャリア」とは何ですか？

「学業実績」とは、大学在学中の学業成績、所属ゼミナールでの研
究 成 果や専門 誌などに寄 稿した学 術 論 文などをいい、「キャリ
ア」とは、サークル活動、クラブ活動、ボランティア活動、海外留学
経 験や就 業 経 験など学業実績以 外のものを広く含みます。目立
った学業実績やキャリアがないことを悩む受験生が多いですが、
法科大学院 入学前に、十 分な学業 実績やキャリアを積んでいる
方が稀なわけですから、法曹を志望するきっかけになった出来事
を具体的に示してもらうなど、工夫して記載してください。

在学中に司法 試 験を受 験することはできますか？

※所定科目単位として、法律基本科目の基礎科目を30単位以上、法律基本科目の応用科目を
　18単位以上、司法試験選択科目に係る科目を４単位以上と定められています。

特別なカリキュラムを受講することなく法令の要件を満たせば、３年次在学
中に司法試 験を受験することが可能です。在学中受験資格の要件は、「２年
次終了までに所定科目単位※を修得していること」と「１年以内に当該法科大
学院の課程を修了する見込みであること」です。なお、本法科大学院では未修
者は 3 年 間 、既 修 者は 2 年 間 で
確 実に 知 識 や応 用力を身につ
けられるよう丁寧な指導に重き
を置いたカリキュラムを組んで
いるため、修了後に司法試 験を
受験することを推奨しています
が、受験を選択した場合におい
ても、授業の欠席の取扱いなど
一定の配慮を行っています。

Q Q

Q

Q

Q

Q

A A

Q

A

Q

A

A

Q

A

A A

A
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本法科大学院自習室のデスクは、通常のものより幅が大きく、法令集や書籍を広げながら学習できるサイズを採
用しています。集中しやすい個室形式で、ビルトインの私物収納ロッカーもあり、正月三が日及び施設の点検日な
どを除き毎日利用可能です。在学生の評判も、非常に良いものとなっています。

Floor Map Access自習室（利用時間 8:00～23：00）

模 擬裁判の授 業などに使 用する法 廷 教 室を設置しています。講 義の内
容をビデオカメラで録画し、その場で再生することができます。

法 廷 教 室

駐車場

エントランス
ホール

今村記念法律事務所

EV
EV

守衛室

�F

講義室

演習室講義室

演習室

EV
EV

�F

演習室

講義室

共同
研究室

研究室教員室

EV
EV

�F

研究室

教員ラウンジ

会議室

研究室

EV
EV

�F

図書館法科大学院分館

端末室

EV
EV

�F

自習室

自習室

自習室

自習室

学生
ラウンジ

EV
EV

�F

自習室

自習室

法学研究科院生研究室

学生
ラウンジ

EV
EV

院生共同
研究室

�F

屋上庭園

RF

会議室

副院長室

院長室
講義室

法廷教室

今村力三郎
記念ホール

法科大学院
事務課

EV
EV

�F

9号館

ファミリーマート

10号館10号館

「神保町」駅A2出口

都営地下鉄三田線・新宿線
東京メトロ半蔵門線

徒歩1分 「九段下」駅5番出口

都営地下鉄新宿線
東京メトロ東西線・半蔵門線

徒歩4分 「水道橋」駅西口
JR総武線

徒歩6分

施設・設備
Facilities

専修大学法科大学院の校舎である8号

館は2004年に竣工した法科大学院生

用の建物です。地下鉄神保町駅から徒

歩1分の場所に位置し、最高裁判所、霞

ヶ関官庁街へもアクセスしやすい場所

にあります。施設には学生の学習をサ

ポートするための様々な設備を完備し

ています。学習に集中しやすい個室自

習室も在学生全員分を確保していま

す。また、全館バリアフリー化を実現

し、どなたでも学びやすい学習環境に

配慮しています。

先進の施設・設備で、

効率的な学習をサポートします。

28台のパソコンがあります。法令
データベースの閲覧やインターネ
ットを利用した学習、レポート作
成などに利用されています。

端末室

7・8階にそれぞれ1室ずつ設置され
ており、「懇談の場」として利用され
ています。飲食可能なスペースのた
め食事をとる姿もみられます。

学生ラウンジ

2～4階に計 6室配置されており、
視 聴 覚 設 備 も整っています。ま
た 他 に、3 ～ 4 階 に演 習 室を 9 室
配置しています。

講義室

このホールは、本学の元総長・
理事長である今村力三郎先生
の遺徳を顕彰し、作られたホー
ルです。

今村力三郎記念ホール

「癒しの空間」として屋上庭園を開放
しています。夜景も楽しめるなど、授業、
自習のリフレッシュの場として、在学
生の人気のスポットとなっています。

屋上庭園

千鳥ヶ淵の桜並木 靖国通り 神保町の街並

※撮影のため一部扉をはずしてあります。

机の上をより広く利用で
きるよう、多数の収納を
設けています。私物収納
用ロッカーは、施錠も可
能で安心です。
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私が求める学生は、元気があって、明るく・前向きなひとで
す。法 科大 学 院 ではすべての法 分 野 の 教 員や同じ目標を
持って学ぶ仲間たちと切磋 琢 磨できます。独りよがりの勉
強に陥らず、教 員や仲間からの助言や経 験については、ひ
とまずは素直に耳を傾ける姿勢のある学生を私は好ましく
思います。

どんな学生を求めていますか？Q

A

私は、法学部生、大学院生、留学生（ドイツ）として長い学生
時 代を過ごしましたが、学ぶという意味ではなお現 役です。
とくに大学院に進学してからは、先 生や勉 強 仲 間から得た
情 報を手がかりにして、芋づる式に勉 強の対 象を広げ てい
くことに面白さを見いだしていました。資料室等で参照する
ことが できる内 外 の 法 律 雑 誌 や 紀 要にすべて目を 通して、
新しい情報を得ることを心がけています。

先生はどのような学生でしたか？Q

A

自分の目標を定めたら、そこから逆 算してするべきこと・で
きることを厳選して、計画的に実行することが大切だと考え
ます。目標には、永遠の目標、中長期的な目標、目の前の目標
といろいろありますが、まずは目の前の、ひとつの目標を確
実に達成することに努めるのがよいでしょう。自分の本当の
目標とか理想に惑わされて、迷走しないことにご留意を。

法科大学院での学修で大切なこととは？Q

A

自分の頭で考えられる法 律家だと思います。従 来の裁判例
や学説を参照しても答えを出すことができない問題や課 題
について、粘り強く考えて・行動して、あるべき理想（目標）の
ために法的に妥当な結論を導くことができる法律家に私は
憧れます。それは、保守的でありながら、未 来 志向でもある
法律家だと言うこともできます。

先生の考える“良い法律家”とは？Q

A

法律学修の基本は条文と判例だと思うので、条文の趣旨や
要件、判例の意義は意識的に強調して説明するようにして
います。また商法・会社法上の紛争は多彩なので、結論を導
くにはその状況に応じた柔軟な思考が求められます。そこ
で学生に「覚えるのではなく考える」ことを意識づけられる
ような授業となるよう心がけています。

先生の授業の特徴は？Q

A

将来どのような法曹になりたいのか、というビジョンを具体
的に持っている学生です。司法 試 験の合格をゴールだと考
えてしまいがちですが、法曹になった後の具体的ビジョンを
持っていないと合格までのモチベーションも維 持できませ
ん。高いモチベーションを維持していれば、法科大学院での
学修も乗り越えていけるでしょう。

どんな学生を求めていますか？Q

A

ニュースや時 事問題に関 心を持ち、実 社 会で起きている出
来事に対し、法的見地から考えることを習慣づけることです。
法が社 会の中でどのように機能しているのかを意識するこ
とで法に対する理 解が深まります。特に私の担当する商法
は、経済社会の状況と密接な関わりがある法領域なので、こ
うした意識が肝要です。

法科大学院での学修で大切なこととは？Q

A

「法 律家を育てる」というのはおこがましいですが、自分 が
教えた学生には柔軟な法的思考力を持って欲しいと思って
います。実社会で起きる法的紛争には同じものはなく、その
状 況に応じて法の適 用の在り方も変わります。自分 が修 得
した法的知識を使いこなせる柔軟な思考のできる実務家を
目指して欲しいです。

どのような法律家を育てたいですか？Q

A

既修者 / 3年次   小林 正和 さん

安達先生は、受講生が見落としがちな
視点から問を投げかけてくださるので、
講義を通して、民事訴訟法の正確かつ
詳細な知識を身に着けることができま
す。また、穏やかで質問しやすい先生
の人柄も相まって、民事手続への学び
を堪能することができると思います。

前田先生は、間違いを恐れず発言でき
る雰囲気をつくりながら、正しい理解
ができるまで丁寧に指導してくださる
先生です。授業では、具体的な事例問
題の検討を通じて知識の習得と応用
を同時に行います。また、小テストや復
習課題に取り組むことで知識の定着
を図ることができます。

未修者 / 2年次   小田  眞優 さん

Eiji ADACHI

安達 栄司  教授

PICKUP!

1

1
教 員 紹 介

PICKUP!

Tadashi MAEDA

前田 修志  教授
2

教 員 紹 介

学生からの声
学生からの声
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〒101-8425

東京都千代田区神田神保町3-8

 TEL.03-3265-6891

法科大学院事務課

https://www.senshu-u.ac.jp/education/lawschool/


